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１３年４月

行 政 改 革 推 進 事 務 局

国 の 所 管 す る 公 益 法 人 の 総 点 検 に つ い て

１ 本年１月３０日に開催された閣僚懇談会において、橋本行政改革担当大

臣から各閣僚に対し、主務官庁としての権限に基づき、その所管するすべ

ての公益法人について、特に別紙の４つの観点から、１２年度内を目標に

総点検を行い、その結果を報告願いたい旨の要請を行った。

、 、２ こ れ を 受 け て 各 府 省 に お い て 作 業 が 行 わ れ その結果が報告されたので

当 事 務 局 と し て こ れ を 別 添 の と お り 公 表 す る も の で あ る 。

３ 総点検の実施に当たっては、上記１の４つの項目につき、判断のもとと

する具体的な基準を各府省においてそれぞれ設定し、その基準に従い各公

益 法 人 の 状 況 に 照 ら し 、 問 題 が 認 め ら れ な い も の （ ○ 、 問 題 が 認 め ら れ）

（ ）、 、 （ ）たが対応済みのもの △ 問題が認められ 現在措置を検討中のもの ×

などに区分している（注 。）

な お 、 ４ 項 目 以 外 に も 、 各 府 省 の 判 断 で 必 要 な 点 検 項 目 を 追 加 し 、 点 検

を 実 施 し て い る も の も あ る 。

（注） 文部科学省においては、各法人の実態と特段の事情の有無などを

、 、基 に ○ △ × の 記 号 を 付 し て お り 措置の観点は含まれていないので

他の府省とは○△×の意味が異なっている。

４ 今回の総点検の結果、問題ありと認められた事項について、各府省がそ

の 是 正 の た め 早 急 な 対 応 を と る こ と は も と よ り 、 今 後 と も 「 公 益 法 人 の、

設 立 許 可 及 び 指 導 監 督 基 準 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 ２ ０ 日 閣 議 決 定 「 公 益 法 人」 ）、

の 指 導 監 督 体 制 の 充 実 等 に つ い て （ 平 成 １ ３ 年 ２ 月 ９ 日 公 益 法 人 等 の 指」
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導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）に基づき厳正な指導監督を

徹底し、公益法人の適正な運営を確保することにより、国民の公益法人及

びその監督責任を負う国に対する信頼を回復、維持できるよう、不断の努

力 を 払 う 必 要 が あ る 。

５ 当事務局としては、今般の総点検結果の内容を分析し、公益法人全体の

問題として捉えるべき事項が出てきた場合には、今後の改革の推進に活か

し て い く こ と と す る 。



○ 公益法人が、本来、民間企業でもできる事業を行い、

この結果、民業を圧迫するのみならず、民間企業がやる

よりも料金が高くなり、ユーザーの利益も害していない

か、

○ その活動が、許可された目的どおり、本当に公益を増

進しているのか。実際の活動は、目的を達するためのも

のとなっているか。この点を担保するために、法人活動

に関する十分な情報の開示と主務官庁による厳格な監督

がなされているか、

○ 役員への報酬、退職金が高額な場合が野放しになって

いないか。高額の支払いが可能であるなら、法人事業の

利用料を下げるべき、

、 、○ 公益法人からの委託先や発注先が 公正に選定されず

委託先や発注先が長期間固定したり、公益法人とつなが

りのある企業が選定されているケースがあるのではない

か。
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